
別添資料５ 
豊田市鞍ケ池公園の管理運営等に関する基本協定書（案） 

豊田市（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）は、豊田市鞍ケ池公園（以
下「本公園」という。）の管理運営等について、次のとおり基本協定を締結する。

第１章 総 則 
（目的） 

第１条 この協定は、甲と乙が相互に協力し、本公園の管理及び運営に関する業務（以下
「管理運営業務」という。）を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めること
を目的とする。 

（管理運営の基本方針）
第２条 乙は、次の各号に留意して管理運営業務を行わなければならない。 
（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、豊田市都市公園条例（昭和３８年条例第６

号。以下「設置条例」という。）、豊田市都市公園管理規則（平成４年規則第３２号）、
豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第３２
号。以下「手続条例」という。）、豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関
する規則（平成１６年規則第４０号）その他の関係法令等の内容を理解し、遵守する
こと。 

（２）住民の福祉の増進を目的として設立された公の施設としての役割を十分に認識し、
本公園の利用、サービスの提供にあたっては公平な取扱いをすること。 

（３）本公園の設置目的を最大限に実現することを目指し、適切な管理運営に努めること。
（４）多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応できるよう、創意工夫の上、

質の高いサービスの提供に努めて利用者へのサービスの向上を図るとともに、経費削
減等の効率的な管理運営に努めること。

（５）管理運営業務の遂行にあたり、利用者からの苦情や施設運営に係る問題等が発生し
た場合は、速やかに甲に連絡し、その取扱いに関し協議すること。特に重要な項目に
ついては、直ちに連絡すること。 

（６）利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好な
管理及び運営を行うこと。

（協定の有効期間） 
第３条 この協定の有効期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日ま
でとする。 

（事業年度）
第４条 管理運営業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。



（信義誠実の原則） 
第５条 甲乙双方は、信義を重んじ誠実に本協定を履行しなければならない。

第２章 管理運営業務
（管理運営業務の内容）

第６条 甲は、設置条例第○条の規定に基づき、次に掲げる業務を乙に行わせるものとす
る。 

（１）本公園の利用の許可に関する業務
（２）本公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
２ 前項各号に掲げる業務の詳細は、「鞍ケ池公園民間活力導入事業指定管理業務要求水準
書」及びこれに関する質問回答（以下まとめて「要求水準書」という。）に定めるとお
りとする。 

３ 管理運営業務が対象とする範囲は要求水準書２．（２）に定めるとおりとする。

（管理運営業務の実施）
第７条 乙は、本協定、本協定に基づき事業年度ごとに締結する協定（以下「年度協定」
という。）、設置条例及び関係法令等のほか、甲が令和元年１２月１３日付で公表した「鞍
ケ池公園民間活力導入事業公募設置等指針及び鞍ケ池公園指定管理業務募集要項」及び
これに関する質問回答（以下まとめて「募集要項」という。）、及び募集要項に従って乙
が提出した公募設置等計画等（以下「事業提案」という。）に従って本業務を実施する
ものとする。 

２ 本協定、募集要項、要求水準書、事業提案及び第１８条に定める事業計画書（以下「事
業計画書」という。）の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項、要求水準
書、事業提案、事業計画書の順にその適用及び解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、事業提案又は事業計画書において要求水準書を上回る水準
が提案されている場合は、該当する事業提案又は事業計画書に示された水準によるもの
とする。 

（業務内容の変更及び中止）
第８条 甲は、必要があると認める場合は、管理運営業務の内容を変更し、その全部又は
一部の履行を中止させることができる。この場合において、甲が乙に支払う管理運営業
務に係る対価（以下「指定管理料」という。）又は協定の内容を変更する必要がある場
合は、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 乙は、その責に帰することができない理由その他正当な理由により、管理運営業務が
履行できなくなった場合は、直ちに甲にその旨を明示して、その指示を求めなければな
らない。 



（第三者への委託の制限） 
第９条 乙は、管理運営業務の全部を一括して又は管理運営業務のうちの主たる業務を第
三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 乙は、管理運営業務のうちの主たる業務を除く業務を第三者へ委託し、又は請け負わ
せようとするときは、業務内容、業者名、契約金額を書面により甲に提出し、甲の承認
を得なければならない。 

３ 甲は、前項の規定により提出された委託又は請負が不適当と認めるときは、乙に対し、
その委託又は請負を中止し、若しくは変更させるものとする。

（利用調整）
第１０条 乙は、本公園の利用の許可、不許可及び許可の取消しを行うにあたり、本公園
の利用調整について甲が定める方針に従わなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、選挙等の行政上の都合により、特別な利用調整を図る必要
がある場合は、乙はこれに従い甲に協力しなければならない。

（財産の管理）
第１１条 甲は自らが所有する管理運営業務に係る財産（以下「財産」という。）の財産台
帳を整備し、乙に貸与する備品等を明らかにするものとする。 

２ 乙は、財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
３ 乙は、自己の費用で管理運営業務に係る備品等を購入又は調達しようとする場合は、
あらかじめ甲と協議するものとする。 

４ 乙は、財産を業務運営の目的外に使用してはならない。ただし、甲が特に認めた場合
はこの限りではない。 

５ 乙は天変地異その他の事故により財産を滅失し、又は毀損したときは、速やかにその
状況を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

（施設等の維持補修等） 
第１２条 管理運営業務に係る施設及び設備（以下「施設等」という。）の大規模な改修等
は、原則として甲の費用負担で甲が実施する。 

２ 施設等の日常的な小規模修繕等については、甲が乙に支払う指定管理料の範囲内において、１
件５０万円（税込）以下の案件に限り乙が実施するものとする。ただし、乙が対応することが明
らかに合理的な場合は、１件５０万円（税込）を超える案件においても、事前に甲の承諾を得た
上で、指定管理料の範囲内において、乙が実施することができる。

３ 乙が本公園の修繕を行った場合には、その実施状況を第１９条第２項の報告書により
甲に報告しなければならない。 

４ 指定管理料に含める修繕料は、年度協定書で定めるところにより、精算するものとする。
５ 乙が行った修繕により施設等の資産価値が増加した場合においても、当該所有権は甲
に帰属するものとする。 



６ 施設等の維持補修等において、実施主体や費用負担等についての疑義が生じた場合は、
甲乙間で対応を協議するものとする。 

（異常事態の処理等）
第１３条 管理運営業務に係る倒木や不法投棄の処理等の異常事態の処理のうち、日常的
な処理については、甲が乙に支払う指定管理料の範囲内において、１件５０万円（税込）
以下の案件に限り乙が実施するものとする。ただし、乙が対応することが明らかに合理
的な場合は、１件５０万円（税込）を超える案件においても、事前に甲の承諾を得た上
で、指定管理料の範囲内において、乙が実施することができる。

２ 乙が異常事態の処理を行った場合には、その実施状況を第１９条第２項の報告書によ
り甲に報告しなければならない。 

３ 指定管理料に含める手数料は、年度協定書で定めるところにより、精算するものとする。
４ 異常事態の処理において、実施主体や費用負担等についての疑義が生じた場合は、甲
乙間で対応を協議するものとする。 

（臨機の処置）
第１４条 乙は、災害、新型インフルエンザ等の発生等、臨機の処置が必要となった場合
は、本公園が行政対策本部機能、避難所機能、物資備蓄機能、応急救護機能等の役割を
担う可能性があることを認識し、甲の求めるところに従って必要な協力を行わなければ
ならない。 

２ 乙は、事故、災害等の緊急の対応が必要な場合には、臨機の処置をとらなければなら
ない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、緊急時のマニュアルや緊急連絡網等を作成し、緊急時に対応できる体制をとら
なければならない。 

（業務責任者） 
第１５条 乙は、管理運営業務を実施するにあたって、業務責任者を定め、事業計画書に
記載する管理運営の体制において、該当者を明らかにするものとする。

２ 事業年度の途中で業務責任者を変更したときは、速やかに甲にその旨を報告するもの
とする。 

（管理運営業務の実施状況等の確認）
第１６条 甲は、第１９条により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う管理運営業
務の実施状況（以下「業務実施状況等」という。）の確認を行う。

２ 甲は、前項における確認のほか、業務実施状況等を確認することを目的として、随時、
本公園へ立ち入ることができる。

３ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい
て、乙に対して報告又は説明を求めることができる。 



（管理運営業務の改善勧告）
第１７条 甲は、前条に定める確認の結果、業務実施状況等が本協定、募集要項、要求水
準書及びその他甲が示した条件、事業提案又は事業計画書を満たしていない場合は、乙
に対して管理運営業務の改善を勧告するものとする。

２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

第３章 事業計画及び報告 
（事業計画） 

第１８条 乙は、毎年２月末までに、翌事業年度の管理運営業務に係る次に掲げる内容を
記載した事業計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。 

（１）管理運営の体制及び職員名簿
（２）事業の概要及び実施する時期 
（３）管理運営業務に係る収支予算の総額及び内訳
（４）その他甲が必要と認める事項 

（事業報告書の提出） 
第１９条 乙は、手続条例第５条の規定に基づき、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げ
る事項の当該事業年度全体の状況を記載した事業報告書を甲に提出しなければならな
い。 

（１）管理運営業務の実施状況及び利用状況
（２）使用料又は利用に係る料金の収入の実績
（３）管理運営に係る経費の収支状況
（４）前３号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた事項 
２ 乙は、毎月１０日までに、前項に掲げる事項の前月分の状況を記載した事業報告書を
甲に提出しなければならない。ただし、甲が認めた場合は、報告対象期間及び提出期日
を別に定めることができる。 

第４章 管理運営経費及び財源等
（指定管理料）

第２０条 指定管理料の額及び支払い時期等については、別に年度協定において定めるも
のとする。 

２ 乙は、指定管理料を管理運営業務以外の業務の経費に使用してはならない。

（経理）
第２１条 当該管理運営業務に係る会計区分は、毎年４月１日から翌年の３月３１日まで
とし、独立した区分経理を行わなければならない。

２ 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにし
ておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。 



第５章 責任分担等 
（責任分担） 

第２２条 管理運営業務に係る甲乙間の責任の分担については、本協定及び要求水準書の
定めるとおりとし、本協定、募集要項及び要求水準書に規定されないものについては、
募集要項 P２９第４章（７）に掲げるリスク分担表に従って甲乙協議により定めるもの
とする。 

２ 本協定、募集要項、要求水準書及び前項のリスク分担表に定める事項以外の不測の事
態が生じた場合は、甲乙双方協議の上で当該事態に係る責任分担を決定する。 
（損害賠償） 
第２３条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければなら
ない。 

（１）乙の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたとき。 
（２）乙の責に帰すべき事由により指定管理者の指定が取り消された場合において、甲又

は第三者に損害を与えたとき。 
２ 乙の管理運営業務の実施に際し、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた
場合において、甲が当該第三者に損害の賠償を行ったときは、甲は乙に対して、当該賠
償した額の全部又は一部を求償することができる。 

（保険） 
第２４条 乙は、前２条の規定に対応するため、必要に応じて、乙の費用負担で保険に加
入するものとする。 

第６章 その他 
（自主事業） 

第２５条 乙は、本公園において事業提案で提案された自主事業を行うときは、事業内容
及び当該事業の実施に際して参加者から徴収する金額について、事前に甲と協議するも
のとする。 

２ 自主事業の実施に関する基準は、「指定管理者自主事業実施基準」(別添資料３)に定め
るとおりとする。 

（個人情報及び情報セキュリティ） 
第２６条 乙は、この協定による管理運営業務を適正に処理するため、「個人情報の取扱い
及び情報セキュリティに関する特記」(別添資料１)を遵守しなければならない。 

２ 乙は、豊田市個人情報保護条例（平成１５年条例第３３号）及び同規則（平成１５年
規則第６５号）の規定を遵守するとともに、個人情報の適切な管理のための規程を整備
し、適切に運用しなければならない。

３ 乙は、管理運営業務を安全、円滑、確実に処理するため、情報セキュリティに関する
規程を整備し、適切に運用しなければならない。



（情報公開） 
第２７条 乙は、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）及び同規則（平成１０
年規則第６９号）の規定を遵守するとともに、情報の公開に関する規程を整備し、適切
に運用しなければならない。 

２ 乙は、管理運営業務に係る情報公開の申出があった場合は、甲と協議し必要な措置を
講じるものとする。 

３ 乙は、情報公開に関する苦情処理について、甲に対し助言を求めることができる。

 （業務の引継ぎ） 
第２８条 乙は、指定期間の終了又は指定の取消しによって、次期指定管理者に業務を
引き継ぐ場合には、本公園の管理運営に支障を及ぼすことのないよう、円滑な引継
ぎに協力しなければならない。

（権利義務の譲渡の禁止）
第２９条 乙は、この協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて
はならない。 

（協議） 
第３０条 本協定に定めのない事項で必要がある場合及びこの協定について疑義を生じた
場合は、甲乙協議の上で決定する。 

上記協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ各自１
通を保有するものとする。 

令和 年  月  日 

甲   豊田市西町３丁目６０番地
豊田市 
代表者 豊田市長 ○○ ○○ 印 

乙   （所在地） 
（団体名） 
（代表者）          印 


